
 

奄美市物価高騰緊急対策「物価高応援プレミアム商品券」加盟店取り扱い規約 

奄美市プレミアム商品券発行事業実行委員会 

 

（発行の種類） 

第１条 発行する奄美市プレミアム商品券の名称は，「奄美市物価高騰緊急対策 物価高応

援プレミアム商品券」とする。 

（使用期限） 

第２条 商品券を加盟店舗で使用できる期間は，令和８年７月 31 日（金）までとする。 

（換金期限） 

第３条 商品券を指定金融機関で換金できる期間は，令和８年８月 12 日（水）までとす

る。 

２ 第１項の期間を過ぎた後は，換金することができない。 

（換金の方法） 

第４条 使用された商品券については，指定金融機関に共通商品券換金申込書を添えて，直

接持ち込むものする。金融機関への持ち込みは，月に最大３回までとし，締め日は，毎

月 10 日，20 日，月末を区分とする（締め日が休業日の場合は直前の営業日とする）。

なお，換金額は，商品券１枚あたり 500 円とする。また，共通商品券換金申込書には，

加盟店舗の負担において印紙を貼付しなければならない。 

２ 指定金融機関は，奄美大島信用金庫及び奄美信用組合の奄美市内の本支店とする。(※) 

３ 指定金融機関から加盟店口座振り込みについては，第１項の持ち込んだ締め日から 10

日以内とする。なお，年末の振り込みについては，各金融機関において定めるものとす

る。 

４ 前項の規定にかかわらず，実行委員会が必要と認めた場合は，実行委員会に直接換金を

申し込むことができる。 

（※）奄美大島信用金庫本店・永田橋支店・古田支店・長浜支店・あさひ支店・笠利支店 

   奄美信用組合本店・小浜支店・永田橋支店・長浜支店・笠利支店 

 

上記の加盟店取り扱い規約のほか，「奄美市物価高騰緊急対策「物価高応援プレミアム商

品券」発行事業規約」を確認のうえ，加盟店申請を行ってください。（下記は、「奄美市物価

高騰緊急対策「物価高応援プレミアム商品券」発行事業規約」より、加盟店関連のものを抜

粋。） 

 

（実行委員会及び事務局） 

第２条 実行委員会は、奄美大島商工会議所、あまみ商工会、奄美市通り会連合会、奄美市

社交飲食業組合及び奄美市により構成される。実行委員は別紙のとおりである。 

２ 会長に奄美市通り会連合会会長を充てる。 

３ 事務局を奄美市商工観光情報部商工政策課内に置くものとする。 

４ 事務局は不正な利用や換金がないよう調査をする。 

 

（発行者及び販売窓口） 



 

第３条 商品券の発行者は、実行委員会とする。 

２ 商品券の販売窓口は、奄美市各支所、及び販売取次施設とする。 

 

（商品券の種類及び販売） 

第４条 商品券は、額面 500 円の１セット（10 枚綴り／５千円）を３千円で販売する。 

２ 商品券は、「全店舗共通券」及び「地域共通券」の２券種で構成するものとし、１セット

の内訳は、「全店舗共通券」４枚（２千円分）及び「地域共通券」６枚（３千円分）とする。 

３ 販売上限を一人５セットとし、本人限りの販売とする。 

 

（商品券の利用制限） 

第５条 商品券の利用制限について、次のような場合には利用できない。 

（１） 商品券を現金化すること及びこれに類する行為 

（２） 自社商品への支払い 

（３） 第三者への売却 

（４） 加盟店における自社商品、自店舗商品の購買 

（５） 換金性の高いもの（印紙、切手、はがき、宝くじ、プリペイドカード、ギフト券等）

の購入 

（６） タバコの購入 

（７） 電子マネーへのチャージ 

（８） 商品等の仕入目的による購入及び利用 

（９） 公序良俗に反する行為 

（10） 商品券を担保に供し、質入れすること 

（11） 出資及び債務の弁済を内容とする取引 

（12） 国や地方公共団体、公共料金等の支払い 

（13） 金融機関が提供する投資信託、株式、保険などの金融商品及び現金との換金、金融機

関への預入れ 

（14） 加盟店以外での使用や、すでに使用されたものの使い回し 

（15） 偽造等により自ら作成した商品券を使用すること 

（16） その他商品券発行事業の目的に反する行為等、実行委員会が不適当と認めるもの 

 

（商品券の管理及び帳簿類） 

第６条 商品券は奄美市が管理する。 

２ 商品券及び本事業に必要な帳簿は、奄美市が保管する。 

３ 商品券の受け渡しや管理には、前項の帳簿を使用する。 

 

（使用者の責務） 

第７条 使用者が購入した商品券を、返品、現金又は他の商品券との交換、販売及び担保に

供することは、できないものとする。 

２ 使用者が商品券で購入した商品等については、原則現金による返金はできないものとす

る。 



 

３ 使用者が購入した商品券の盗難、紛失、滅失は、使用者の責務とする。ただし、災害等

の不可抗力による場合は、この限りではない。 

４ 商品券を現金化すること及びこれに類する行為をしてはならない。 

５ 不正を防止する目的で実施される調査にて、使用者は使用された商品券がどこの店舗で 

使用されたか調査することに同意をするものとする。 

 

（返還請求等） 

第８条 使用者が不正等を目的として、第５条各号の行為を行った場合は、プレミアム相当

額の返還請求、又は損害金の請求を行うことがある。 

 

（加盟店の資格及び義務） 

第９条 加盟店の資格は、奄美市内に店舗を有する事業所、または奄美市内に本店もしくは

本社を置く事業所とする。 

２ 使用期間中に、消費者が商品券で物品を購入またはサービスの提供を受けようとする場

合、商品券の提示を受けた加盟店は、商品券の額面金額に応じて現金同様の取り扱いをし

なければならない。ただし、つり銭は支払わない。 

３ 使用された商品券については，速やかに裏面に座版等を用いて事業所名を記入するもの

とする。すでに事業所名の記入がある場合は、受け取りを拒否する。 

４ 使用された商品券については，指定金融機関に持ち込むまでの間，加盟店舗の責任にお

いて保管しなければならない。 

５ 購入した商品券での直接換金、商品仕入れ等には使用しないこと。 

６ 自ら商品券を購入し、自店舗で使用されたかのように偽り換金する行為等の不正行為は

堅く禁ずる。 

７ 受け取った商品券の紛失や盗難、換金期限切れ等の損失は加盟店の責務とする。 

８ 実行委員会が行う調査へ協力すること。 

９ その他、本事業の目的に反するような行為はできない。 

 

（加盟店資格の喪失等） 

第 10 条 本規約に違反する行為が認められた場合は、換金の拒否、加盟店登録の取り消し、

損害金の請求等を行うことがある。 

 

（未販売商品券の管理） 

第 11 条 未販売商品券の管理は、奄美市及び販売取次施設が善良なる管理義務をもって保

管するものとする。 

 

（保管中の商品券の責任） 

第 12 条 保管中の商品券が紛失、盗難、その他の事故にあった場合は、保管場所である奄美

市または販売取次施設が責任を負うものとする。 

２ 実行委員会は、不測の事態に対処するため万全の処理を講じるものとする。 

 

（運営） 



 

第 13 条 商品券事業の実施並びに事業内容の協議、問題発生時対応については、実行委員会

で行うこととする。 

 

（その他） 

第 14 条 この規約に定めるもののほか、商品券発行事業の実施に伴い必要な事項は、実行委

員会が別に定める。 


